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荒尾市教育委員会 

  



 

 



 

 

令和３年８月 定例教育委員会 議事録 

 

1．日  時 令和３年８月２５日（水）１４時００分 

  

2．場  所 ４３号会議室 

  

3．出席委員 教育長 浦部 眞 

 委 員 旭田 國浩 

 委 員 渡邊 義専 

 委 員 深浦 淳美 

  委 員 谷本 ひとみ 

 
   

4．出席事務局職員 教育次長兼教

育振興課長 

橋本 張幸 学校教育課長

兼教育審議員 

村上 豊優 

生涯学習課長 宮脇 浩司 指導主事 溜渕 知昭 

 給食センター

整備推進室長 

岡村 哲明 教育政策係長 吉村 麗月 

 社会教育係長 馬場 理恵子   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

教育長    ○開会宣言  令和 3年 8月 25日（水）14時 00分 

              ○会議成立の確認（過半数出席） 

              ○議題、会議の日程等の承認 

              ○会議録署名委員の指名（渡邊委員） 

1．前回会議録の承認（谷本委員） 

2. 議案 

 

【議第 43号 荒尾市学校協働本部運営委員会委員の委嘱又は任命について（生涯学習課）】 

○事務局説明 

○質疑 

各委員 特になし 

 

●非公開案件 

【議第 44号 いじめ防止対策審議会報告書に基づく対応方針（案）について（学校教育課）】 

○事務局説明 

○質疑 

 非公開案件のため、審議内容は公開していません。 

 

 

【その他 9月補正予算について（教育振興課・生涯学習課）】 

○事務局報告 

○質問 

旭田委員 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

旭田委員 

 

事務局 

給食センターの指定管理者はどこか。 

業者の相手方については、今後選定していくことになる。選定については、

入札により金額により決定する方法もあれば、金額だけでなく内容の提案と

両方を加味したところでの選定方法もある。現在の給食センターの指定管理

者は、この後者のプロポーザル方式により金額だけでなくサービスの内容を

みて選定されている。今回も、内容が給食ということもあるため、プロポー

ザル方式によりサービスの調理配送と金額を提案していただき、別途、第三

者を含めた評価委員会においてプレゼンテーションにより評価し、最も適し

た業者を今後選定していくスケジュールで考えている。 

中央公民館の指定管理者は図書館が移転するので、公民館だけの指定管理者

となるのか。 

今までは、図書館と中央公民館を一つの事業者に指定管理で依頼していた

が、図書館が移転するため、中央公民館に関しては、新たに公募して、提案

内容を聞いてこれから選定していくことになる。 

 

 



 

 

【その他 夏季休業明け始業時の新型コロナウイルス感染症に対する荒尾市内各小・中学校の

対策（案）について（学校教育課）】 

○事務局報告 

○質問 

教育長 

 

深浦委員 

事務局 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

深浦委員 

 

事務局 

 

渡邊委員 

 

事務局 

 

 

旭田委員 

 

教育長 

 

 

 

深浦委員 

 

事務局 

 

 

教育長 

 

対策（案）の主だったものについて、委員の意見をいただき了承を得た上

で、臨時の校長会議に諮り方針を決定したい。 

給食の提供は、7日と 10日だけなのか。全日は難しいのか。 

センター方式であるため、材料の調達等で直前の変更対応が難しい。今のと

ころ、2日位であれば対応が可能ということもあり 2日で取引業者とも調整

している。 

まん延防止期間の延長により 12日まで、学校としては 10日の金曜日までと

なるが、その中での基本的な生活がオンライン授業により家にいて学習をす

ることを基本としている。ご存じのとおり、急激的に感染が拡大しており、

学校での感染を防止するためには、まずは密にならないことである。現在の

感染は、ほぼ家庭内感染であるとのこと。学校からの報告では、家族が陽性

になり、そこから子供に感染している事例がほとんどである。このような

中、通常通り学校に登校することは、非常に懸念される状況である。 

 

この家庭での一人待機児童については、オンライン授業が基本となると増え

るのではないかと思うが、不安解消の取り組みとは具体的には何か。 

学校での預かりを検討している。 

 

オンライン授業は授業のみなのか。もしよければ、休み時間みたいな感じで

子供たちが交流できる時間を設けていただきたい。 

授業だけでなく、子供たちの交流時間については、学校の裁量とはなるが、

意見については伝えたい。 

 

話は戻るが、7日と 10日は給食があるとのことだが、その 2日は全学校登校

するのか。 

資料（案）では、登校するとなっているが、方向性としては週に 1回以上は

登校して、直接子供同士が顔を合わせることにしている。詳細は、状況が各

学校で異なっているため個々の対策がされる。 

 

せめて、パンだけでも提供するとかできないのか。本当に食にありつけない

子供がいるので。私としては、給食の提供がすごく気になっているところ。 

給食は持ち帰りをさせないということになっている。学校給食は、その場で

必ず喫食することが大前提にある。パンを渡して家で食べてねということが

できない。 

そのような事情となっている。一番の目的は感染をさせない。それから、給

食はどうするのか。授業形態はどうするのかということになる。 



 

 

 

事務局 

 

 

渡邊委員 

 

 

事務局 

 

 

今回は、オンライン授業となっているが、全てとなるのか補足説明を。 

小規模校であれば、オンライン授業において精神面も含めて確認がとれると

思うが、午前だけであるか午後もするかどうかは各学校の知恵の絞りどころ

となる。 

それでいいと思う。昨年の休校時に比べると目に見えて良くなっている。ICT

機器が整備されオンライン授業ができる環境が整ったのだから。いい機会で

あると思う。 

LTE回線を利用できるタブレットを導入しているのは、熊本県では 6つの自

治体だけとなっている。市では熊本市、山鹿市、荒尾市。町では益城町、甲

佐町、南小国町である。この環境を活かさない手はないと考えている。 

 

 

【その他 9月行事予定について】 

○事務局説明 

○質問 

各委員 特になし 

 

 

 

【その他 次回定例教育委員会の日程について】 

○事務局提案 

事務局 

 

各委員 

教育長 

次回の第 9回定例教育委員会は 9月 27日（月）10時 00分から開催したい

と思うがいかが。 

異議なし。 

それでは、次回の第 9回定例教育委員会は 9月 27日（月）10時 00分から

開催する。 

 

 

教育長    ○閉会宣言 令和 3年 8月 25日（水） 15時 25分 

 


